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野中やよい 

 こんにちは！ 

 新座市議会議員の野中やよいです。 

 10月 1日、新座市の財政が非常事態である宣言が出されました。 

 市では、近年の高齢化等社会構造の変化により、市の財政負担が増加 

していく中でも様々な市民サービスの維持向上に努めてきましたが、

毎年度の予算編成に大幅な財源不足が続いてきました。 本年の新型 

コロナウイルス感染症の影響による市税収入の大幅な落ち込みで、来 

年度の予算編成では約 25億円の財源不足が生じる事となります。  

市ではこの事態を乗り切るため、事業の廃止や一時的な休止、縮小を

実行せざるを得ない状況となっています。 
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【令和 2年第 3回定例会が閉会】 

令和 2年第 3回新座市議会定例会が 8月 27日から 9月 25日まで開催されました。 

市長提出議案 21議案をすべて可決、認定、承認しました。 

野中やよいは、一般質問、一般会計補正予算（第 8号）の賛成討論、令和元年新座市国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定の賛成討論で登壇しました。賛成討論全文は HP に掲載しています。 

 

 

《補正予算の主な内容》 

・旧東北出張所、富士塚自転車駐車場及び志木駅南口バス待機場解体工事 

・国庫補助金を活用した新型コロナウイルス感染症対策事業 

・市立第二保育園給食調理委託 

・病後児保育事業の実施 

（7月 1日より、オリーブの木保育ルーム） 

・都市公園 4 か所への健康器具設置 

・第四小学校の危険ブロック塀改修に向けた設計 

・遠隔授業の環境整備のための小中学校へのウエブカメラの設置   他 

また、コロナウイルスの影響により中止された行事、先送りされた事業の減額補正も行われました。 

補正予算金額は 5憶 2,421 万円の増額補正で、これにより予算総額は 721憶 8,508 万４千円となり

ました。また、令和元年度の各決算も認定されました。 

 

 

 

具体的には、 ①人件費の削減、 ②本市独自事業の見直し（廃止、休止、縮小等）、 ③土地区画整理

事業の一時停止や先送り、 ④市民の安全確保以外の工事を先送り、 ⑤公共施設の運営のあり方の

見直し、 ⑥各種補助金の削減、 の 6つの視点から事業の見直しが行われます。 

財政の厳しい中での市のこれまでの市民サービス維持向上への努力に対し評価するとともに、歳入に

見合った市民サービスのあり方への転換が必要です。 この未曾有の難局を乗り越えるため、将来に

わたる安定した市民生活の確立のため、市民の皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。 
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ご相談・ご要望はお気軽に。 

野中やよい連絡先：08098049455 

E-mail:nona317@yahoo.co.jp   HP: https://www.komei.or.jp/km/nonanona/ 

 
 

 

野中やよいの一般質問 
 
 

 

成人の失明原因の第１位が緑内障であり、第２

位が糖尿病網膜症です。 

緑内障は 40歳以上の日本人の 20人に 1人

が罹患しており、自覚症状がないため、気が付い

た時には手遅れということもある病気です。 

ふじみ野市では、7月から 46歳と56歳の市

民を対象に緑内障検査を自己負担 1000円で実

施しています。 

新座市でも同様の事業で、早期発見早期治療

することで将来的な介護、医療の負担を減らすべ

きと訴えましたが、市の現在の財政から実施しな

いとの答弁でした。 

 

 

本年４月、改正児童虐待防止法が施行され、親

権者による体罰の禁止が明確にされました。 

日本では未だ体罰が容認され、しつけの名の

もとに行われる体罰がエスカレートし、虐待とな

って死に至る重大な案件が発生しています。 

今回の法改正では、体罰によらない子育てを

推進するため、子育て中の保護者に対する支援

を含め社会全体に啓発するものです。 

厚生労働省の「愛の鞭ゼロ作戦」や「体罰によ

らない子育てを広げよう」のリーフレット等によ

る市民への周知で、社会全体に子育て世代を支

援する流れをつくるべきと訴えました。 

親権者による体罰が禁止されたことを多くの

方に知っていただくことは児童虐待の未然防止

に有用と考えているので、市ホームページや広

報等で周知していくとの答弁でした。 

 

 

 

（1）固定電話を持たない高齢者が増えています。

携帯電話に対応した緊急連絡システムの導入を

提案しました。 

（2）ペンダント型やブレスレット型の通報機器が

携帯しづらいとのご相談があるため、委託業者に

改良をお願いしてほしいと要望しました。 

 

 

公共交通のあり方は、市民の利便性、幸福度と

大きく関係するとともに、どのように生活するの

か、コミュティを形成するのかという課題とも深

く関係しています。それは市全体のまちづくり、

道路形状、ひいては子育て、高齢者や障がい者、

通勤通学等、市民のあらゆる社会生活に及ぶも

のであり、各種計画も一体的総合的に策定をす

すめるべきです。なかでも都市計画マスタープラ

ン、道路整備計画、交通安全計画、地域公共シス

テム検討計画は相互に連携し同時にすすめるべ

きと訴えました。 

今後、市の各種計画の策定を注視してまいりま

す。 

 

 

自転車は移動手段として便利な乗り物ですが、

法律上では車と同じです。左側通行で、信号を守

る、例外的に歩道を通行してもいい場合は歩行者

優先で徐行等、自転車運転者へ交通ルールの周

知徹底をしていただくよう要望しました。 

成人眼科健診の実施について 

緊急連絡システムについて 

体罰のない社会を 

自転車運転者へ交通安全ルールの啓発を 

市の計画について 

 

 

 

 

 

 


